
　　①・・・参加者から入場料等を徴収せず、営業のため以外に使用する場合

　　②・・・参加者から入場料等を徴収し、営業のため以外に使用する場合

　　③・・・参加者から入場料等を徴収せず、営業のために使用する場合

　　④・・・参加者から入場料等を徴収し、営業のために使用する場合

　　冷暖房を使用する場合は、会議室使用料の３０％相当を加算
午　前 午　後 夜　間 1　日 午後～夜間 全　日 超　過
9～12 12半～5 5半～9半 9～5 12半～9半 9～9半 1時間まで

520円 520円 520円 1,040円 1,040円 1,560円 150円
プロジェクター 1,040円 1,040円 1,040円 2,080円 2,080円 3,120円 　310円

100円 150円 140円 250円 290円 390円 40円
① 940 1,460 1,880 2,400 ① 3,340 4,280 520 ①

冷暖房 280 430 560 710 冷暖房 990 1,270 150 冷暖房
②・③(*1.5) 1,410 2,190 2,820 3,600 ②・③ 5,010 6,420 780 ②・③

冷暖房 420 650 840 1,070 冷暖房 1,490 1,910 230 冷暖房
④(*2.25) 2,110 3,280 4,230 5,390 ④ 7,510 9,620 1,170 ④
冷暖房 630 980 1,260 1,610 冷暖房 2,240 2,870 350 冷暖房

減免額（70％） 660 1,030 1,320 1,690 減免額（70％） 2,350 3,010 370 減免額（70％）
納付額（30％） 280 430 560 710 納付額（30％） 990 1,270 150 納付額（30％）

① 830 1,250 1,670 2,080 ① 2,920 3,750 410 ①
冷暖房 240 370 500 610 冷暖房 870 1,110 120 冷暖房

②・③(*1.5) 1,240 1,870 2,500 3,110 ②・③ 4,370 5,610 610 ②・③
冷暖房 370 560 750 930 冷暖房 1,310 1,680 180 冷暖房

④(*2.25) 1,860 2,810 3,750 4,670 ④ 6,560 8,420 920 ④
冷暖房 550 840 1,120 1,390 冷暖房 1,960 2,510 270 冷暖房

減免額（70％） 590 880 1,170 1,470 減免額（70％） 2,050 2,640 290 減免額（70％）
納付額（30％） 240 370 500 610 納付額（30％） 870 1,110 120 納付額（30％）

午　前 午　後 夜　間 1　日 午後～夜間 全　日 超　過

第５会議室 （ 24人）

第４会議室

第１会議室 （45人）

（45人）

★　松本市勤労会館　会議室料金表　（ Ｒ５.4.1～）

勤　　労　　会　　館

ワイヤレスマイク  （１本）    

電　気　料　　（ 1ｋｗ以内）


